
平成 29 年分 

年末調整の留意点 

年末調整の時期となりました。この年末

調整は、毎月の給料や賞与から源泉徴収を

した税額と、その年の給与の総額について

納めなければならない税額とを比べ、その

過不足額を精算する手続です。この手続に

より、大部分の給与所得者は、改めて確定

申告をする必要はなくなります。 

給与所得控除額の改正 

 今年の改正は、給与所得控除額の改正の

みで、その内容は、給与収入 1,000 万円超

の場合の給与所得控除額は 220 万円が上限

とされたことです。 

 この改正に伴い、年末調整等のための給

与所得控除後の給与等の金額の表も改正さ

れています。 

平成 30 年分の扶養控除等（異動）申告書 

（以下、同申告書） 

 ところで、同申告書の提出は、年の最初

の給与等の支払いを受ける日の前日までに

給与等の支払者に提出することになってい

ますが、実務においては、前年の年末調整

の際に同申告書を受理することも多々あり

ます。 

 この同申告書ですが、平成 30 年分から配

偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改

正に伴って、同申告書の記載欄に、源泉控 

除対象配偶者、同一生計配偶者の欄が加わ

り、平成 30 年 1 月以降の給料等の支払いの

際には、配偶者が源泉控除対象配偶者、ま

た、同一生計配偶者が障害者に該当する場

合には、それぞれ扶養親族の数に一人を加

えて源泉徴収することになりました。 

そこで、源泉控除対象配偶者、同一生計

配偶者の該当者の要件について留意が必要

となります。前者は居住者の合計所得金額

が 900 万円以下で生計を一にする配偶者の

合計所得金額が 85 万円以下の人、後者は居

住者の合計所得金額には制限がありません

が、生計を一にする配偶者の合計所得金額

が 38 万円以下の人です。いずれも青色事業

専従者等は除かれます。 

なお、これら合計所得金額ですが、同申

告書を提出する日の現況により判断するこ

ととなります。 

年末調整の際に提出を受ける同申告書の

記載欄を今一度確認しておきましょう。 
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還付金が待ち遠

しいですね 


